
担

当

課

（

室

）

目

次

発

行

岡

山

県

○

国

土

調

査

の

成

果

の

認

証

中

山

間

・

地

域

振

興

課

担

当

課

（

室

）

○

公

共

測

量

の

実

施

監

理

課

目

次

○

開

発

許

可

を

受

け

た

開

発

行

為

に

関

す

る

工

事

建

築

指

導

課

の

完

了

【

告

示

】

○

港

湾

施

設

の

指

定

の

一

部

改

正

港

湾

課

○

〃

〃

（

県

例

規

集

登

載

）

○

〃

〃

○

土

壌

汚

染

対

策

法

に

基

づ

く

形

質

変

更

時

要

届

環

境

管

理

課

○

公

共

施

設

に

係

る

開

発

行

為

に

関

す

る

工

事

の

〃

出

区

域

の

指

定

完

了

○

指

定

居

宅

サ

ー

ビ

ス

の

事

業

の

廃

止

指

導

監

査

室

○

指

定

障

害

福

祉

サ

ー

ビ

ス

事

業

者

の

指

定

〃

○

〃

〃

○

〃

〃

○

〃

〃

○

〃

〃

○

〃

〃

○

〃

〃

○

指

定

障

害

福

祉

サ

ー

ビ

ス

の

事

業

の

廃

止

の

届

〃

出

○

〃

〃

○

〃

〃

○

〃

〃

○

知

事

指

定

薬

物

の

指

定

医

薬

安

全

課

○

公

有

水

面

埋

立

竣

工

認

可

港

湾

課

【

公

告

】

岡

山

県

公

報

し
ゆ
ん

令和４年９月２日 第１２４２７号



◎
岡
山
県
告
示
第
三
百
七
十
二
号

（

）

、

昭
和
四
十
二
年
岡
山
県
告
示
第
八
百
十
九
号

港
湾
施
設
の
指
定

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し

公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

令
和
四
年
九
月
二
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

表
岡
山
港
の
項
中

「
七
二
、
四
六
三
・
七
〇
六
平
方
メ
ー
ト
ル
」
を
「
七
〇
、
九
〇
三
・
三
四
六
平
方
メ
ー
ト
ル
」
に
、

「

岡
山
市
中
区
新
築
港
九
番
一

一
、
八
六
二
・
三
三
六
平

方
メ
ー
ト
ル

甲
地

一
区
画

一
、

を

八
六
二
・
三
三
六
平
方
メ

ー
ト
ル

」

「

岡
山
市
中
区
新
築
港
六
番
一

一
、
五
六
〇
・
三
六
平
方

メ
ー
ト
ル

甲
地

一
区
画

一
、

五
六
〇
・
三
六
平
方
メ
ー

ト
ル

に
改
め
る
。

岡
山
市
中
区
新
築
港
九
番
一

一
、
八
六
二
・
三
三
六
平

方
メ
ー
ト
ル

甲
地

一
区
画

一
、

八
六
二
・
三
三
六
平
方
メ

ー
ト
ル

」

令和４年９月２日　岡山県公報　第１２４２７号



◎
岡
山
県
告
示
第
三
百
七
十
三
号 

 

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規

定
す
る
区
域
（
以
下
「
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
」
と
い
う
。
）
と
し
て
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。 

 
 

な
お
、
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
の
台
帳
は
、
岡
山
県
環
境
文
化
部
環
境
管
理
課
に
お
い
て
一
般
の

縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

令
和
四
年
九
月
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

一 

形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
と
し
て
指
定
す
る
区
域 

 
 
 
 

笠
岡
市
茂
平
字
長
瀬
二
九
一
八
番
一
二
の
一
部 

二 

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十
九
号
）
第
三
十
一
条
第
一
項
の
基

準
に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有
害
物
質
の
種
類 

 
 
 
 

砒
素
及
び
そ
の
化
合
物
並
び
に
ほ
う
素
及
び
そ
の
化
合
物 

三 

備
考 

 
 

１ 

指
定
す
る
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
の
詳
細
は
、
省
略
し
、
当
該
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
の

台
帳
の
縦
覧
を
も
っ
て
こ
れ
に
代
え
る
。 

 
 

２ 

一
に
掲
げ
る
区
域
は
、
令
和
四
年
七
月
七
日
に
お
け
る
行
政
区
域
そ
の
他
の
区
域
に
よ
っ
て
表

示
さ
れ
た
も
の
と
す
る
。 

ひ  

令和４年９月２日　岡山県公報　第１２４２７号



◎
岡
山
県
告
示
第
三
百
七
十
四
号 

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
七
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

り
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
を
廃
止
す
る
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。 

令
和
四
年
九
月
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 

一 

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地 

１ 

名
称 

ア
ー
バ 

２ 

所
在
地 

岡
山
県
津
山
市
林
田
一
六
九
一
―
五 

二 

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

１ 

名
称 

社
会
福
祉
法
人
菜
花
の
里 

２ 

所
在
地 

岡
山
県
津
山
市
林
田
一
六
九
五
―
三 

三 

廃
止
の
届
出
を
受
理
し
た
年
月
日 

令
和
四
年
八
月
二
十
五
日 

四 

介
護
保
険
事
業
所
番
号 

三
三
七
〇
三
〇
〇
一
七
四 

五 

サ
ー
ビ
ス
の
種
類 

訪
問
介
護 

 
 

 

令和４年９月２日　岡山県公報　第１２４２７号



◎
岡
山
県
告
示
第
三
百
七
十
五
号 

 

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百

二
十
三
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
を
指
定
し

た
。 

 
 

令
和
四
年
九
月
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

一 

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地 

  

１  

名
称 

Ｔ
ワ
ー
ク
ス 

  

２  

所
在
地 

高
梁
市
落
合
町
阿
部
二
一
五
四
番
地
の
一 

二  

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

  

１  

名
称 

 
 

 

医
療
法
人
梁
風
会 

  

２  

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

高
梁
市
落
合
町
阿
部
二
二
〇
〇
番
地 

三 

指
定
年
月
日 

 
 

令
和
四
年
九
月
一
日 

四 

事
業
所
番
号 

三
三
一
〇
九
〇
〇
二
九
九 

五 

サ
ー
ビ
ス
の
種
類 

就
労
継
続
支
援
（
Ｂ
型
） 

令和４年９月２日　岡山県公報　第１２４２７号



◎
岡
山
県
告
示
第
三
百
七
十
六
号 

 

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百

二
十
三
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
を
指
定
し

た
。 

 
 

令
和
四
年
九
月
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

一 

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地 

  

１  

名
称 

ら
し
く
赤
磐 

  

２  

所
在
地 

赤
磐
市
下
市
一
〇
七 

二  

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

  

１  

名
称 

 
 

 

Ｌ
Ａ
Ｓ
Ｈ
Ｉ
Ｋ
Ｕ
株
式
会
社 

  

２  

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

岡
山
市
北
区
撫
川
一
六
七
番
地 

三 

指
定
年
月
日 

 
 

令
和
四
年
九
月
一
日 

四 

事
業
所
番
号 

三
三
一
一
三
〇
〇
二
七
五 

五 

サ
ー
ビ
ス
の
種
類 

 
 

就
労
継
続
支
援
（
Ａ
型
） 

令和４年９月２日　岡山県公報　第１２４２７号



◎
岡
山
県
告
示
第
三
百
七
十
七
号 

 

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百

二
十
三
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
を
指
定
し

た
。 

 
 

令
和
四
年
九
月
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

一 

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地 

  

１  

名
称 

あ
か
つ
き 

  

２  

所
在
地 

玉
野
市
胸
上
七
二
五 

二  

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

  

１  

名
称 

 
 

 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
虹
色 

  

２  

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

玉
野
市
胸
上
七
二
五 

三 

指
定
年
月
日 

 
 

令
和
四
年
九
月
一
日 

四 

事
業
所
番
号 

三
三
一
〇
四
〇
〇
五
一
四 

五 

サ
ー
ビ
ス
の
種
類 

 
 

生
活
介
護
、
就
労
継
続
支
援
（
Ｂ
型
） 

令和４年９月２日　岡山県公報　第１２４２７号



◎
岡
山
県
告
示
第
三
百
七
十
八
号 

 

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百

二
十
三
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
を
指
定
し

た
。 

 
 

令
和
四
年
九
月
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

一 

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地 

  

１  

名
称 

ポ
ピ
ー 

  

２  

所
在
地 

玉
野
市
胸
上
七
二
八 

二  

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

  

１  

名
称 

 
 

 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
虹
色 

  

２  

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

玉
野
市
胸
上
七
二
五 

三 

指
定
年
月
日 

 
 

令
和
四
年
九
月
一
日 

四 

事
業
所
番
号 

 
 

三
三
一
〇
四
〇
〇
五
二
二 

五 

サ
ー
ビ
ス
の
種
類 

 
 

就
労
継
続
支
援
（
Ｂ
型
） 

令和４年９月２日　岡山県公報　第１２４２７号



◎
岡
山
県
告
示
第
三
百
七
十
九
号 

 

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百

二
十
三
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
を
指
定
し

た
。 

 
 

令
和
四
年
九
月
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

一 

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地 

  

１  

名
称 

ク
リ
エ
イ
ト 

  

２  

所
在
地 

玉
野
市
山
田
九
一
九
―
一 

二  

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

  

１  

名
称 

 
 

 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
虹
色 

  

２  

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

玉
野
市
胸
上
七
二
五 

三 

指
定
年
月
日 

 
 

令
和
四
年
九
月
一
日 

四 

事
業
所
番
号 

三
三
一
〇
四
〇
〇
五
三
〇 

五 

サ
ー
ビ
ス
の
種
類 

 
 

生
活
介
護
、
就
労
継
続
支
援
（
Ｂ
型
） 

令和４年９月２日　岡山県公報　第１２４２７号



◎
岡
山
県
告
示
第
三
百
八
十
号 

 

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百

二
十
三
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
を
指
定
し

た
。 

 
 

令
和
四
年
九
月
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

一 

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地 

  

１  

名
称 

グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
あ
か
つ
き 

宇
野 

  

２  

所
在
地 

玉
野
市
胸
上
七
二
五 

二  

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

  

１  

名
称 

 
 

 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
虹
色 

  

２  

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

玉
野
市
胸
上
七
二
五 

三 

指
定
年
月
日 

 
 

令
和
四
年
九
月
一
日 

四 

事
業
所
番
号 

三
三
二
〇
四
〇
〇
〇
六
六 

五 

サ
ー
ビ
ス
の
種
類 

 
 

共
同
生
活
援
助
（
介
護
サ
ー
ビ
ス
包
括
型
） 

令和４年９月２日　岡山県公報　第１２４２７号



◎
岡
山
県
告
示
第
三
百
八
十
一
号 

 

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百

二
十
三
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
を
指
定
し

た
。 

 
 

令
和
四
年
九
月
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

一 

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地 

  

１  

名
称 

ひ
だ
ま
り 

  

２  

所
在
地 

玉
野
市
田
井
四
―
七
―
二
〇 

二  

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

  

１  

名
称 

 
 

 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
虹
色 

  

２  

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

玉
野
市
胸
上
七
二
五 

三 

指
定
年
月
日 

 
 

令
和
四
年
九
月
一
日 

四 

事
業
所
番
号 

三
三
一
〇
四
〇
〇
五
四
八 

五 

サ
ー
ビ
ス
の
種
類 

 
 

就
労
継
続
支
援
（
Ｂ
型
） 

令和４年９月２日　岡山県公報　第１２４２７号



◎
岡
山
県
告
示
第
三
百
八
十
二
号 

 

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百

二
十
三
号
）
第
四
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
を
廃
止
す

る
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。 

 
 

令
和
四
年
九
月
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

一 

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地 

  

１  

名
称 

多
機
能
型
事
業
所
あ
か
つ
き 

  

２  

所
在
地 

玉
野
市
胸
上
七
二
五 

二  

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

  

１  

名
称 

 
 

 

社
会
福
祉
法
人
瀬
戸
内
会 

  

２  

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

玉
野
市
胸
上
七
二
五 

三 

廃
止
年
月
日 

 
 

令
和
四
年
八
月
三
十
一
日 

四 

事
業
所
番
号 

三
三
一
〇
四
〇
〇
二
二
五 

五 

サ
ー
ビ
ス
の
種
類 

生
活
介
護
、
就
労
継
続
支
援
（
Ｂ
型
） 

令和４年９月２日　岡山県公報　第１２４２７号



◎
岡
山
県
告
示
第
三
百
八
十
三
号 

 

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百

二
十
三
号
）
第
四
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
を
廃
止
す

る
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。 

 
 

令
和
四
年
九
月
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

一 

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地 

  

１  

名
称 

多
機
能
型
事
業
所
ポ
ピ
ー 

  

２  

所
在
地 

玉
野
市
胸
上
七
二
八 

二  

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

  

１  

名
称 

 
 

 

社
会
福
祉
法
人
瀬
戸
内
会 

  

２  

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

玉
野
市
胸
上
七
二
五 

三 

廃
止
年
月
日 

 
 

令
和
四
年
八
月
三
十
一
日 

四 

事
業
所
番
号 

三
三
一
〇
四
〇
〇
二
八
二 

五 

サ
ー
ビ
ス
の
種
類 

就
労
継
続
支
援
（
Ａ
型
）
、
就
労
継
続
支
援
（
Ｂ
型
） 

令和４年９月２日　岡山県公報　第１２４２７号



◎
岡
山
県
告
示
第
三
百
八
十
四
号 

 

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百

二
十
三
号
）
第
四
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
を
廃
止
す

る
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。 

 
 

令
和
四
年
九
月
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

一 

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地 

  

１  

名
称 

多
機
能
型
事
業
所
ク
リ
エ
イ
ト 

  

２  

所
在
地 

玉
野
市
山
田
九
一
九
―
一 

二  

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

  

１  

名
称 

 
 

 

社
会
福
祉
法
人
瀬
戸
内
会 

  

２  

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

玉
野
市
胸
上
七
二
五 

三 

廃
止
年
月
日 

 
 

令
和
四
年
八
月
三
十
一
日 

四 

事
業
所
番
号 

三
三
一
〇
四
〇
〇
二
三
三 

五 

サ
ー
ビ
ス
の
種
類 

生
活
介
護
、
就
労
継
続
支
援
（
Ｂ
型
） 

令和４年９月２日　岡山県公報　第１２４２７号



◎
岡
山
県
告
示
第
三
百
八
十
五
号 

 

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百

二
十
三
号
）
第
四
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
を
廃
止
す

る
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。 

 
 

令
和
四
年
九
月
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

一 

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地 

  

１  

名
称 

グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
あ
か
つ
き 

宇
野 

  

２  

所
在
地 

玉
野
市
宇
野
一
―
三
〇
―
三 

二  

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

  

１  

名
称 

 
 

 

社
会
福
祉
法
人
瀬
戸
内
会 

  

２  

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

玉
野
市
胸
上
七
二
五 

三 

廃
止
年
月
日 

 
 

令
和
四
年
八
月
三
十
一
日 

四 

事
業
所
番
号 

三
三
二
〇
四
〇
〇
〇
二
五 

五 

サ
ー
ビ
ス
の
種
類 

共
同
生
活
援
助
（
介
護
サ
ー
ビ
ス
包
括
型
） 

令和４年９月２日　岡山県公報　第１２４２７号



◎
岡
山
県
告
示
第
三
百
八
十
六
号 

 

岡
山
県
危
険
な
薬
物
か
ら
県
民
の
命
と
く
ら
し
を
守
る
条
例
（
平
成
二
十
七
年
岡
山
県
条
例
第
十
七

号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。
）
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
知
事
指
定
薬
物
を
次
の
と
お
り

指
定
す
る
。 

 
 

令
和
四
年
九
月
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

一 

知
事
指
定
薬
物
の
名
称 

１ 

一
―
（
シ
ク
ロ
ブ
チ
ル
メ
チ
ル
）
―
Ｎ
―
（
二
―
フ
ェ
ニ
ル
プ
ロ
パ
ン
―
二
―
イ
ル
）
―
一
Ｈ

―
イ
ン
ダ
ゾ
ー
ル
―
３
―
カ
ル
ボ
キ
サ
ミ
ド
（
通
称
名
Ｃ
Ｕ
Ｍ
Ｙ
Ｌ
―
Ｃ
Ｂ
Ｍ
Ｉ
Ｎ
Ａ
Ｃ
Ａ
）
及

び
そ
の
塩
類 

２ 

［
（
二
Ｓ
・
四
Ｓ
）
―
二
・
四
―
ジ
メ
チ
ル
ア
ゼ
チ
ジ
ン
―
一
―
イ
ル
］
［
（
八
Ｒ
）
―
六
―
メ

チ
ル
―
九
・
十
―
ジ
デ
ヒ
ド
ロ
エ
ル
ゴ
リ
ン
―
八
―
イ
ル
］
メ
タ
ノ
ン
（
通
称
名
Ｌ
Ｓ
Ｚ
、
Ｌ
Ａ

―
Ｓ
Ｓ
―
Ａ
ｚ
）
及
び
そ
の
塩
類 

３ 

一
―
（
四
―
フ
ル
オ
ロ
―
三
―
メ
チ
ル
フ
ェ
ニ
ル
）
―
二
―
（
ピ
ロ
リ
ジ
ン
―
一
―
イ
ル
）
ペ

ン
タ
ン
―
一
―
オ
ン
（
通
称
名
四
―
ｆ
ｌ
ｕ
ｏ
ｒ
ｏ
―
三
―
ｍ
ｅ
ｔ
ｈ
ｙ
ｌ
―
α
―
Ｐ
Ｖ
Ｐ
、

Ｍ
Ｆ
Ｐ
Ｖ
Ｐ
）
及
び
そ
の
塩
類 

二 

指
定
の
理
由 

 

条
例
第
二
条
第
七
号
に
規
定
す
る
薬
物
に
該
当
し
、
県
内
に
お
い
て
濫
用
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る

と
認
め
ら
れ
る
た
め 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
告
示
は
、
令
和
四
年
九
月
三
日
か
ら
施
行
す
る
。 

令和４年９月２日　岡山県公報　第１２４２７号



◎
岡
山
県
告
示
第
三
百
八
十
七
号

平
成
十
八
年
十
一
月
二
十
一
日
付
け

岡
山
県
指
令
港
第
十
三
号
で
免
許
し
た
公
有
水
面
埋
立
て
に

、

つ
い
て

令
和
四
年
八
月
二
十
三
日
次
の
と
お
り
竣
功
を
認
可
し
た

、

。

令
和
四
年
九
月
二
日

水
島
港
港
湾
管
理
者

岡

山

県

代
表
者

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

１
埋
立
区
域

(
1
)
位

置

岡
山
県
倉
敷
市
水
島
川
崎
通
一
丁
目
1
4
番
１
及
び
1
7
番
の
地
先
公
有
水
面

(
2
)
区

域

次
の
各
地
点
の
う
ち
、
①
の
地
点
、
⑦
の
地
点
、
⑧
の
地
点
及
び
⑨
の
地
点
を
順
次
に
結
ん
だ

線
及
び
⑨
の
地
点
と
①
の
地
点
を
結
ぶ
昭
和
5
9
年
1
1
月
1
5
日
付
け
岡
山
県
指
令
港
第
2
8
6
号
で
竣 し
ゆ
ん

功
認
可
さ
れ
た
埋
立
地
と
公
有
水
面
と
の
境
界
線
（
D
.
L
.
+
3
.
5
2
ｍ
に
よ
り
決
定
）
に
よ
り
囲
ま

れ
た
区
域

①
の
地
点

三
等
三
角
点
上
水
島

（
北
緯
3
4
度
2
7
分
4
8
秒
8
5
6
1
、
東
経
1
3
3
度
4
2
分
5
3
秒
4
0
4
3
）
か
ら
4
2
度
3
5
分
3
8
秒

1
,
4
0
3
.
3
4
ｍ
の
地
点

⑦
の
地
点

①
の
地
点
か
ら
1
1
0
度
5
3
分
0
9
秒

2
9
2
.
4
8
ｍ
の
地
点

⑧
の
地
点

⑦
の
地
点
か
ら
2
0
度
5
3
分
0
9
秒

2
5
9
.
0
0
ｍ
の
地
点

⑨
の
地
点

⑧
の
地
点
か
ら
2
9
0
度
5
3
分
0
9
秒

2
9
2
.
4
5
ｍ
の
地
点

(
3
)
竣
功
面
積

7
5
,
7
5
1
.
1
1
㎡

２
埋
立
地
の
用
途

緑
地

３
埋
立
人

(
1
)
氏
名
又
は
名
称

公
益
財
団
法
人
岡
山
県
環
境
保
全
事
業
団

(
2
)
住
所

岡
山
市
南
区
内
尾
6
6
5
番
地
の
１

(
3
)
代
表
者
の
氏
名

理
事
長

坂
井

俊
英

４
帰
属
権
利
者

公
益
財
団
法
人
岡
山
県
環
境
保
全
事
業
団

５
関
係
図
書
閲
覧
市
町
村
名

倉
敷
市

し
ゆ
ん

し
ゆ
ん

令和４年９月２日　岡山県公報　第１２４２７号



〔
四
三
九
〕
国
土
調
査
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
国
土
調
査
の
成
果
を
認
証
し
た
。

令
和
四
年
九
月
二
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

調
査
を
行
っ
た
期
間

成
果
の
名
称

認

証

年

月

日

調
査
を
行
っ

調
査
を
行
っ

た
者
の
名
称

た

地

域

真

庭

市

令
和
二
年
四
月

真
庭
市
の
地

赤
野
の
一
部

令
和
四
年
八
月
二
十
九
日

～

籍
図
及
び
地

令
和
四
年
三
月

籍
簿

令和４年９月２日　岡山県公報　第１２４２７号



〔
四
四
〇
〕
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
早
島
町
長
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
が

あ
っ
た
。 

 
 

令
和
四
年
九
月
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

 

 

  

都
窪
郡
早
島
町
全
域 

測

量

区

域 

公
共
測
量
（
数
値
地
形
図
修
正
） 

測

量

の

種

類 

令
和
四
年
八
月
八
日
か
ら
令
和

五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

測

量

期

間 

令和４年９月２日　岡山県公報　第１２４２７号



〔
四
四
一
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ

る
開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。 

 
 

令
和
四
年
九
月
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 

一 

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

総
社
市
岡
谷
字
山
ノ
端
二
六
〇
―
三
、
二
六
〇
―
四
、
二
六
〇
―
五 

二 

許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

倉
敷
市
鳥
羽
八
〇
―
一
九
中
庄
コ
リ
ー
ヌ
東
Ｂ
―
二
〇
二 

坪
井 

利
憲 

三 

許
可
年
月
日
及
び
許
可
番
号 

 
 

令
和
四
年
六
月
六
日
岡
山
県
指
令
建
指
第
九
二
号 

令和４年９月２日　岡山県公報　第１２４２７号



〔
四
四
二
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ

る
開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。 

 
 

令
和
四
年
九
月
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 

一 

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

総
社
市
金
井
戸
字
天
神
前
二
〇
七
―
四
、
二
〇
七
―
六 

二 

許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

岡
山
市
北
区
平
野
五
五
一
―
一
シ
ン
フ
ォ
ニ
ー
一
二 

二
〇
一
号 

安
村 

大
希 

三 

許
可
年
月
日
及
び
許
可
番
号 

 
 

令
和
四
年
七
月
十
一
日
岡
山
県
指
令
建
指
第
一
四
八
号 

令和４年９月２日　岡山県公報　第１２４２７号



〔
四
四
三
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ

る
開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。 

 
 

令
和
四
年
九
月
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 

一 

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

 
 

浅
口
市
鴨
方
町
六
条
院
中
字
仲
井
一
〇
七
一
―
四
、
一
一
五
七
、
一
一
五
八
、
一
一
六
二
、
一
一

六
六
―
一
、
一
一
六
七
―
一
、
一
一
六
八
―
一 

二 

許
可
を
受
け
た
者
の
所
在
地
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名 

岡
山
市
北
区
野
田
二
丁
目
一
三
―
一
七 

ミ
サ
ワ
ホ
ー
ム
中
国
株
式
会
社 

支
配
人 

海
老
谷 

剛 

三 

許
可
年
月
日
及
び
許
可
番
号 

 
 

令
和
四
年
三
月
九
日
岡
山
県
指
令
建
指
第
四
三
五
号 
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〔
四
四
四
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ

る
開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
う
ち
、
公
共
施
設
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。 

 
 

令
和
四
年
九
月
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 

一 

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

浅
口
市
鴨
方
町
六
条
院
中
字
仲
井
一
〇
七
一
―
四
、
一
一
五
七
、
一
一
五
八
、
一
一
六
二
、
一
一

六
六
―
一
、
一
一
六
七
―
一
、
一
一
六
八
―
一 

二 

公
共
施
設
の
種
類 

    

道
路
、
下
水
道
、
公
園 

三 

位
置
及
び
区
域 

開
発
登
録
簿
記
載
の
と
お
り
（
開
発
登
録
簿
は
、
岡
山
県
土
木
部
都
市
局
建
築
指
導
課
に
お
い
て 

 

閲
覧
に
供
す
る
。
） 

四 

許
可
を
受
け
た
者
の
所
在
地
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名 

岡
山
市
北
区
野
田
二
丁
目
一
三
―
一
七 

ミ
サ
ワ
ホ
ー
ム
中
国
株
式
会
社 

支
配
人 

海
老
谷 

剛 

五 

許
可
年
月
日
及
び
許
可
番
号 

 
 

令
和
四
年
三
月
九
日
岡
山
県
指
令
建
指
第
四
三
五
号 
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